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Ⅰ 介護人材対策推進協議会の概要 
 
１ 目的 

世田谷区における介護人材の確保及び育成・定着支援について、中長期的な視点も含めた対

策を推進するため、区内介護サービス施設・事業者と行政が一体となり、介護人材不足の解消

に向けた新たな取り組み等を検討する。 

 

２ 検討項目 

 

（１）介護現場の革新・生産性の向上に関すること。  

（２）多様な人材の参入・活躍のイメージに関すること。  

（３）介護の仕事の魅力発信・職業イメージの改善に関すること。  

（４）その他介護人材の確保・育成・定着支援に関すること。  

 

３ 進め方 

（１）全体会：年 2回 

   内 容：介護人材不足解消に向けた新たな取り組み等の検討・実施 

（２）部 会：年２回 

   内 容：「入所系」「在宅系」部会毎に取り組みについて検討 

 

４ 委員名簿 
   Ⅵ 資料 2 世田谷区介護人材対策推進協議会委員名簿 
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Ⅱ 世田谷区の福祉を取り巻く現状と課題 
１ 世田谷区の概要  

（１）世田谷区の現状 （令和８年１月現在、外国人含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世田谷区の行政組織（地区・地域・全区の三層構造） 
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（３）世田谷区将来人口推計 

世田谷区の将来人口推計によると、団塊の世代が 75歳以上（後期  者）となる令和7年以

降も  者の占める割合が増える一方で、15～64 歳（生産年 人口）と 0～14 歳（年少人口）

は一貫して減少する。                                 出展：世田谷区人口推計（令和５年7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）介護保険１号被保険者認定者数の推移 

６５歳以上の第１号被保険者の介護保険の要介護（要支援）認定者は、増加し続けており、 

令和６年度には 4 万 2千人を超えている。要介護認定者の約 6割は８５歳以上となっている。 



 

6 

 

（５）  者数の推移 

  者数は総数 1・総数 2のいずれも一貫して増加傾向にあり、総数 1は平成 24年 37,983人

から令和 7年は 49,005 人へと約 11,000 人の増加となり、人口比では 4.5％から 5.3％へ増加し

ている。総数 2では、平成 26年の 34,816 人から令和 7年の 41,691人と約 6,900 人の増加とな

っており、人口比では 4.0％から 4.5％へ増加している。 

単位（人）               資料：障害施策推進課（各年 4 月 1 日） 

＊総数１ 身体  者手帳所持

者と愛の手帳所持者（重複所持

者数を除く）＋自立支援医療費

（精神通院医療）認定件数＋難

病 

＊総数２ 各手帳の所持者数合

計（身体  者手帳と愛の手帳

の重複所持者数を除く）＋難病 

＊令和 3年の一時的な減少は、

令和２年度の新型コロナウイル

ス感染症により、自立支援医療

（精神通院医療）の更新申請が

不要となったため。 

 
 

 

（６）福祉・医療分野での有効求人倍率の状況  

世田谷区が含まれるハローワーク渋谷での介護関連の有効求人倍率は、2018年一般常用

13.79、非正規 21.4 が、2024 年には一般常用788、非正規 10.82 と減少しているが、東京全

体と比べると、いずれも い数値となっている。 
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２ 福祉分野の計画における福祉人材対策 

（１）第９期世田谷区高齢者  福祉計画・介護 険事業計画（令和６～８年度） 

●基本理念 

「住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現」 

●施策展開の考え方  

（１）参加と協働の地域づくり  

（２）これまでの  者観に捉われない施策  

（３）地域包括ケアシステムの推進 

●計画目標Ⅰ 区 の 康寿命を延ばす  

計画目標Ⅱ   者の活動と参加を促進する  

計画目標Ⅲ 安心して暮らし続けるための医療・介護・福祉サービスの確保を図る  

●重点取組み （１） 康づくりと介護予防の一体的な推進  

取組み：保 事業と介護予防の一体的な取組みの推進、食・口と歯の 康づくりの質の向上、 

介護予防のための外出・社会参加促進の取組み 

●重点取組み（２）  者の生きがいづくり 

取組み：  者の社会参加の促進への支援、総合的な連携枠組みの整備の検討、地域人材の発

掘・育成・活用 

●重点取組み（３）在宅医療・介護連携の推進 

取組み：在宅医療・ＡＣＰの普及啓発、在宅医療・介護のネットワークの構築、在宅医療・介

護関係者間の情報の共有支援 

➡５ 介護人材の確保 及び育成・定着 支援  

急速な  化による介護サービス需要の増大と生産年 人口の減少が見込まれ、介護人材の確

保は喫緊の課題です。誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けられるよう、介護サービス

の安定的な供給を図るため、福祉・介護 人材の確保及び育成・定着支援のための施策を総合的

に展開していきます。 

  ①さらなる介護職の魅力発信 

 ②多様な人材の確保・育成  

③働きやすい環境の構築に向けた支援 
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（２）せたがやイ クル ジョ プラ  -世田谷区障害施策推進計画（令和６～８年度） 

      これまでの名称＞              ＜本計画からの新名称＞ 

  

 

 

●基本理念  

  のある人もない人も お互いの人格や個性を尊重して 住み慣れた地域で支えあい 選択 

した自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 

●行動コンセプト 

「当事者の選択を支える」環境整備 情報アクセスのしやすさ、体験や選択の機会の確保、多 

様な福祉サービスの整備、既存サービスでの   者の受入れ、再利用を尊重する仕組 

み 。「選択」する ための支援、理解しやすい情報提供、選択肢を提示、選択の結 果と選 

び直しを尊重 

●重点取組１ 医療的ケア （者）の支援 

●重点取組２ 精神  施策の充実 

●重点取組３ 人材の確保・定着  

＜取組の方向性＞ 

・   者の自立を支援する技術やチームワークを学ぶ研修の充実  

・ボランティアを含めた新たな人材の確保に向け、  理解を進めるための施策の推進  

・施設や事業所の職員等の心身の 康を守る取組 

●重点取組４ 災 への備えの推進 

●重点取組５ 情報コミュニケーション・ アクセス手段の確保 

●重点取組６ インクルーシブ教育推進 に向けた土台づくり 

●重点取組７   理解促進・差別解消 

 

 

 

せたがやノーマライゼーションプラン 

-世田谷区  施策推進計画 
せたがやインクルージョンプラン 

-世田谷区  施策推進計画 
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3 世田谷区の福祉人材施策 
(1)高齢福祉部             

○認知症介護サポート事業（特養ホーム等介護ロボット導入経費助成）（平成 30年度～令和元年度終了） 

事業名 開始     2 

  

  3 

  

  4 

  

  5 

  

  6 

  

   研修体制  築 

世田谷区福祉 材育成・研修セン

ター 

平成 19 度      

   研修費助 制  

特別養護老 ホーム等職員研

修費助成 

平成 20 度 36事業所 47事業所 45事業所 ４ 事業所 ４９事業所 

登録ヘルパー等研修受講助成 平成 21 度 19  68  133  90  ８   

   資格取得  事業 

介護職員初任者研修課程等 

受講料助成 

平成 21 度 75  

障害含 

  117   

障害 25  

  70   

障害 18  

  65   

障害 12  

   ２   

障害２２  

介護福祉士実務者研修受講料

助成 

平成 29 度 108  

障害含 

  126  

障害 12  

  121  

障害 23  

  103  

障害 10  

  1０   

障害     

介護福祉士資格取得費用助成 平成 29 度 49  

障害含 

  35  

障害 8  

  58  

障害 5  

  ４８  

障害 ５  

  ４   

障害 ５  

    着   

世田谷区介護職員等合同入職

式 

平成 29 度     ５  ４９  

世田谷区介護従事者等永 勤

続表彰式 

平成 29 度     ２    ０４  

デジタル環境整備促進事業   3 度  ９法  

10事業所 

1法  

1事業所 

1法  

1事業所 

０法  

０事業所 

 ５  材確    

介護職員等宿舎借り上げ支援 平成 30 度 2事業所 

5戸 

 事業所 

9戸 

4事業所 

18戸 

4事業所 

17戸 

 事業所 

17戸 

介護 材採用活動経費助成   元 度 120法  119法  109法  109法  10０法  

特別養護老 ホーム介護職員

宿舎 

借り上げ支援 

  2 度 9事業所 

21戸 

12事業所 

31戸 

14事業所 

36戸 

 ４事業所 

  戸 

  事業所 

２９戸 

地域密着型サービス事業所等

宿舎借り上げ支援事業 

  4 度     6事業所 

11戸 

  事業所 

31戸 

 ５事業所 

５ 戸 
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（2）経済産業部 

１）「三茶おしごとカフェ」 

区内事業所の人材確保と区 （求職者）の就業促進を図るため、三軒茶屋就労支援センタ

ーにおいて、（公財）世田谷区産業振興公社が職業紹介等を行っている。 

世田谷で働こう！あなたに った企業、紹介し す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）せたがや 者サポートステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「POPEYE」「an・an」による福祉・介護をテーマにしたスペシャルブックレット 

 

 

 

 

 

 

 工業・建設業・

雇 促進課 

  福祉政策部 

   福祉推進課 
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（３）世田谷区福祉人材育成・研修     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
         地域        続        

    度 世田谷区福祉 材・研修センター 取  

       材   研修    世田谷区     福祉 合   

            体 

 

     

介護           

        
           

       
      

                 
            

               

  

      
       

           
       

    

       
       

                 

             

       

   
            

      

                         

                   

  
   

  
   

          

                     

   養講  ・ ン ジ ム

 

       講 
講      世田谷  所 
    所              

  ２   ン ジ ム
進      世田谷  所 

 ン ジス 
   養 支     
 田        
 田        護 
           ジ ー 
        介護事業所 

             
           開  

                 
          

研修                



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 材   
    

   

   
     
  

    

事  事業   
      
        

    

  ５ 

  ・   

     

入 講 

                            
              

            
            
            
               
            
         
            
             
           
            
               

    

       
      

                       

                  
              
                 

                   
                   
                   
   

                 
                     
          
                 
                      
                    
         

         ン   研修

   研修                           取   

           

    事         

    事       

    事           

12 



 

13 

 

 

4 福祉人材確 ・育成に関する調査概要と調査結果  
 

調査目的 

喫緊の課題である福祉人材確保に向けて、事業所の取組状況と課題等を調査し、解決

策を探るとともに、好事例を収集し情報共有を図る。令和2年度から実施している特

別養護老人ホームでの介護ロボット、外国籍職員等調査の経年変化を調査する。 

調査日程 令和7年 10月 18 日～令和 7年 12月 1日 

調査方法 
配付：FAXまたはメール送信 

回収：FAX・フォーム回答 

対象事業  

及び 

回答事業  

 

配付事業 数：1,437 事業所  （  ：1,174 事業所   ：263事業所） 

回答事業  ：   358 事業所  （  ：276 事業所   ：82事業所）  

回収率   ：     35.9%      （  ：26.9%       ：9.0%） 

回答事業 数：   517 事業所  （  ：387 件      ：130 件） 

事業 種別 

高齢分野：訪問介護、通所介護、訪問看護、短期入所、特定施設入居者生活介護、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能・看護小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保 施

設、居宅介護支援、地域包括支援センター、福祉用具、都市型軽費老人ホ

ーム 

障害分野：居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、グ

ループホーム、短期入所、  発達支援、放課後等デイ、  支援、休養

ホーム、身体  者福祉ホーム     

調査項目 

（１）事業所職員の状況（派遣職員状況・新卒者採用・常勤平均年 ・  者雇用）

（２）介護ロボット等の導入有無と効果（３）ICT 等の導入有無と効果 

（４）介護ロボット・ICT 等の課題（５）外国籍職員（６）人材確保・職員の支援策

（７）補助的業務（８）職場体験・社会福祉士等実習生等受入れ 等 

※参照   7 度 福祉 材 関  世田谷区福祉事業所 査報告書 

ホームページ＞調査・研究報告＞令和 7年度調査報告＞令和 7年度福祉人材に関する世田谷区
福祉事業所調査 
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５ 世田谷区居宅介護 援事業 等調査概要と結果報告 
 

調査目的 

喫緊の課題である福祉人材不足、特にケアマネジャーの確保・育成・定着支援におけ

る課題を把握するため、世田谷区  福祉部、世田谷区福祉人材育成・研修センタ

ー、世田谷ケアマネジャー連絡会の三者合同で実施 

調査日程 令和７年8月 29 日～９月 15日（リマインド：～9月 22日） 

調査方法 
配付：世田谷区  福祉部より FAX送信  

回収：Google フォームにより研修センター受理（一部 FAX受理） 

対象事業  

・ 

回答事業  

・ 

回収率 

対象事業所 配付数 回収数 回収率 

居宅介護支援事業所 209 143 68.4％ 

あんしんすこやかセンター 28  22 78.6% 

特定施設入居者生活介護 77 20 26.0% 

認知症対応型共同生活介護 46 16 34.8% 

看護・小規模多機能 23 10 43.5% 

介護老人福祉施設(地密含) 30 9 30％ 

介護老人保 施設 7 2 28.6% 
 

事業 種別 世田谷区内の居宅介護支援事業所等 420 事業所   

調査項目 

（１）法人種別（２）特定事業所加算（３）運営年数（４）併設事業（５）ケアマネ

ジャーの年代・人数（６）事務専従職員（７）ケアマネジメントの依頼を断ったこと 

（８）ケアプランに位置付けられなかったサービス（９）ケアマネジメント上の課題

（10）必要なサポート（11）ケアマネジャーへの必要なサポート（12）研修の参加状

況（13）研修参加を促すため必要なこと 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

６ 福祉の仕事の魅力向上・発信 

（１）シ ポジウム 

 イトル 
こ           考え シ ポ ウ  

 「誰一 取 残  い」  共 社  実現   

目 的 

 

介護サービス需要が増加する中で転換期にある社会福祉の動向を学ぶとともに、
世田谷区における福祉の課題と取り組みを知り、誰もが自分らしく安心して暮ら
し続けられる世田谷を創るために福祉の専門職として何をなすべきか、みんなで
考える。 

開催方法 
研修センターから講演内容を Zoom配信し、視聴者の質問をチャット等で受け付け

回答する。内容は後日、研修センターホームページで録画配信する。 

開催日 ライブ開催：令和８年３月 23日  録画配信：令和8年４月１日～ 

内容 

第 1部 基調講演 中村 秀一氏 世田谷区 域  福祉審議  長 

「  から 世田谷 福祉に求めら る  」 

調査報告 世田谷区福祉人材育成・研修センター 瓜生 律  

第 2部 事業  実践報告                             

進行 中村 秀一氏 

実践報告・意 交換 

進行 中村 秀一氏 

      ①「 域共生      認知症観」 

 ふくろう リニ         潔 氏 

②「施設長  取 組み   から 特  役割」 

 特別 護老人ホーム 博水 郷 田中 美佐 氏 

③「ケアマ ジャーから える世田谷 福祉 未来」 

 世田谷ケアマ ジャー 絡  佐藤 庸平 氏 

④「 域 繋がる介護サービス    ー 」 

 世田谷区介護サービス    ー  徳永 宣行 氏 

⑤意 交換 

対象 世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業所職員 

  ホームページ＞福祉の理解・福祉のしごと・先駆的な取組み＞福祉のしごと・先駆的な取組み 

                               ＞先駆的な取組みシンポジウム  

 シンポジウムの様   
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第 1部 資料より（抜粋） 

基調講演 中村 秀一氏 世田谷区 域  福祉審議  長 

「  から 世田谷 福祉に求めら る  」 
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調査報告 瓜生 律  世田谷区福祉人材育成・研修センター  

     「２つの調査から見える福祉事業所の現状と課題」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   介護支援事業所等 査

世田谷区  福祉  世田谷区福祉 材育成・研修センター 

世田谷区    ジ ー     者合同 実 

・    ジ ン 研修                ジ

 ン        課          査 実 

      ン    ジ ー           支  

    ジ ー  事    動   

     ジ ー  事 実    成  

 福祉 材 関  世田谷区福祉事業所 査
・福祉事業所    福祉 材    課 

・  ２ 度  実 

  表     区 報告  研修センターホーム ージ     ８   ２  

世田谷区福祉 材育成・研修センター     

      世田谷 福祉      ン ジ ム
    取り     地域     実  

    査     

福祉事業所    課 

・ 査      課    福祉 材   特     ジ ー   ・育成・

 着支援    課         世田谷区  福祉  世田谷区福祉

 材育成・研修センター 世田谷    ジ ー     者合同 実 

・ 査 程          ９        ン         

・ 査 法    世田谷区  福祉  り     

           ーム  り研修センター受       受  

         事業   

           合 

 ８ ９  ４ ２０９  介護支援事業所

 ８   ２２２８        センター

     ５  ８   特養 老          特    

 査     法  別 ２ 特 事業所          ４   事業 ５ 
    ジ ー   ・     事務 従職員       ジ ン     
      ８     ン           サービス ９     ジ
 ン 上 課        サ ー         ジ ー     サ ー
     研修 参       研修参  促        等

   介護支援事業所等 査  



 

18 
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詳細：研修センターホームページ＞調査・研究報告＞令和７年度調査報告書 

＞福祉人材に関する世田谷区福祉事業所調査報告書 
＞世田谷区居宅介護支援事業所等調査報告書 

 
第2部 事業 の実践報告資料(抜粋)は P48～に掲載 

 

●シンポジウム 質疑等 

 

世田谷の福祉を えていくには 

 新しい認知症の取り組みの中で家族や地域が、認知症に寛容でならなくてはならないという話があった。

世田谷の福祉を支えていくのは事業者だけでない、むしろ支える人が増えることが大切で、地域の力が大事

とした。認知症に寛容であることという話もあった。地域の力を育むことは共通していると思うが、そのた

めに うしたら良いか。 

➡ 認知症の方の心、思いを一般区 の方が理解することが一番大切。 う区 に伝えるか、わかりやすく

認知症の方の状況をもっと伝えていく取り組みが必要。その人の歩んできたヒストリーを踏まないとなら

ず、そこがケアマネの大事な役割である。 

➡ 私たちはその方の課題、問題点に視点を合わせてきた。例えば、転びそうだからなるべく車いすにする

とか、日中、暇だからデイサービスに行っていただくとかである。介護保険制度が始まって 20年以上経つ

が、いまだにケアマネの基本的視点である気がしてならない。リハビリ的視点だが、リスクさえ押さえれば

ここに手すりさえつけば、もっとできるかもしれない。本人がやってこれたことを、周りの人がもう少しリ

スクをサポートすれば続けられるかもしれない。その方の自己実現を図れるのが、果たしてデイサービスだ

けなのだろうか。昔馴染みが集まれば、もう少し実現できるのではないか。そういう視点をもつことによっ

て、その人らしくというのが実現できる場がたくさんあるように思う。これは認知症の方も同様で、閉ざさ

れている方はいっぱいいる気がする。 

 

施設介護での認知症ケアの取り み 

特養の現場で認知症が１つのテーマだが、入居者平均年 ８８歳と超  者になっているし、認知症の方

も多い。特養におけるケア、介護において、認知症の方に うケアしていくか。 

➡ 私の施設ではほぼ９割が認知症である。認知症の方はそれぞれの世界を持っている。職員は、その世界

に入って認知症ケアを行っている。言っていることはよくわからないにしても肯定して対応する。 この世

界の話だろうと一緒に話しており、満足されている。 

➡かつて措置の時代は特養に入る方の年 ももう少し かったし、平均的な入所期間が５年くらいであっ

た。今、超  となって入所期間も短く移動が激しくなっていると聞いている。 

 参       福祉     者福祉      査
・ 査                  

・    

・   職員等  用   世田谷区 特別養護老 ホーム      

・   職員   

 世田谷区 特別養護老 ホーム  介護職員 
    ２ ５                                        

特別養護老 ホーム   職員  者   

         

８５ ０   特別養護老 ホーム

     養護老 ホーム

      費老 ホーム

    い       い い    い     

                     特別養護老 ホーム

                       養護老 ホーム

                  費老 ホーム

                           合 

                                  

              

                     



 

20 

 

➡ ９０人の施設であるが、今は年に２０～３０人入れ替わる。平均年数は３年程度。特養への入所は要介

護３以上となり、入居期間が短くなった。 

➡ ぜひ、介護施設の実態も区 の方に理解してもらいたい。地域に開かれた施設とあったが、閉じこまら

ずにオープンな施設で、人が出入りするというのが、世田谷の施設に求められるのではないかと思う。 

 

小規模事業 の課題とネットワ クへの期待 

介護サービスネットワークが、他の事業者団体と異なり、複数の種類の事業者がネットワークを組んでい

る。 うしても介護事業者は他事業に比べると中小企業というより零細企業であるとの話があり、それぞれ

が独立していることは大変だと思うが、零細なうえに抱えている問題も多いと思う。ネットワークとして

は、 う捉え、解決のために う取り組みされているか。 

研修センターは、まさにそういう事業所のサポートのために世田谷区の事業として置かれているセンター

である。研修その他、各事業所でなかなかできないことをやることで役割を果たしている。研修だけでな

く、今は賃金、物価の 騰、人手不足な が課題である。その点、介護ネットワークはいかがか。 

➡ 中小零細が多くなっており、訪問介護が一番多い。介護保険が始まって２６年。その当時から地域のた

めを思って開業された方が、自身が後期  者となって、事業継続が難しい事業所が増えてきた。そこで地

域の事業所として協力して守っていこうとする横のつながりを大切に対応しようとしている。防災も一つの

事業所では備蓄な も困難。こちらがだめなら誰が支えていくのかということも、話し合っている。賃金も

特定事業所加算を取っていかなければならない。その申請や書類作成な の情報も共有している。競合では

なく協力して一緒に地域を支えようとしている。 

➡ 審議会でも零細企業が多く、24時間 365日対応する訪問看護な は、小規模ではできないのなら、や

はりネットワークを組まないとならないという話があったが、いかがか。 

➡ 医師会も小規模事業所の集まりである。本当は診療報酬という制度でネットワークが位置づけられると

良いとは思うが、まずは個別に始めることは大切だろう。 

 

おわりに 

 医療も社会福祉も連携法人制度ができており、いろいろ考える余地はあるかと思う。職員不足、とくに 

い人は来てくれない。世田谷には福祉学部を擁する大学があるのに、福祉学部の学生が就職してくれない。

スタッフ自身が  化し、ヘルパーの平均年 が 70歳を超えているとの話もある。区内の現状として、 

 独居が増え、老老介護の問題がある。複雑なニーズを抱えた家族、個人が存在する。ロコモ、フレイル、

認知症、家族、家計、経済問題。困難なことを数え上げてもきりがないくらいである。 

世田谷区版地域包括ケアも３者連携で十分か、総合支所との連携は うか。シャドーワークの問題、カス

タマーハラスメントもある。そうした中で、しかしそれを乗り越えて道を切り拓いていく必要がある。従来

にも増して、認知症やフレイルな 早期発見、早期介入が必要とされている。みんなが集まって一緒に食事

をすることが何より励ましになる。そうした通いの場を地域で整備していくことが必要だという議論もあ

る。 

本日のシンポジウムも含めて、いろんな角度から世田谷区の福祉の問題を考えて頂きたい。困難はある

が、それを乗り越えて 2040年に向けて新たなスタートを切る時期なってきたのではないか。 
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●シンポジウム 参加者アンケートより 

気 きを得たこと 

➡ 医療従事者や福祉事業団体、行政のみではなく、患者・利用者・家族・住 一人一人が地域の情勢を理

解し支え合えることが必要だと感じた。啓発活動や実働にて一人でも多くの方に向き合いながら、働いてい

る人も地域の住 も共に楽しく過ごせる社会を目指していきたいと感じた。 

➡ 認知症についてのトピックスが印象的でした。「地域住 が認知症について寛容になること」というフ

レーズが現在行っているアクション講座の内容ともリンクしてストンと腑に落ちるような感覚でした。現実

はその周知・情報提供を始めた段階だと思いますが、数年先・遠からずの将来に認知症についての認識がま

た変わっている可能性があるのだと、今の取り組みを改めて感じることができました。 

 

活用できる点について 

➡ 現在も、地域のさまざまの事業所との協力・協同を図ることができていると思いますが、世田谷全体、

地域全体でのネットワークをより意識した関わりをさらに進めていけるとよいと思いました。今の連絡会や

会議体を具体的に、図式化できるようなものにできるのではないかと感じています。 

➡ 介護支援専門員の倫理研修で地域課題の解決に向けた取り組みがケアマネジャーにも必要なことを伝え

たい。 

➡ 主マネとして地域力を発見向上させていきたいと思います。 
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Ⅲ 介護人材対策推進協議会報告 
(世田谷区介護 材対策 進       資料 り報告)   

世田谷区福祉 材育成・研修センター     度 取り                                                 

大項目    取り   課 等 

 
解
促
進
・ 
 
発
  

 解促進 

 

夏休  ・ ・ 校 福祉   ・介護 障害者・児    実  

福祉 出前入 講  ・参 者 拡充 

福祉事業所  職    受入  ・受入 福祉事業所 実態   

福祉  事  

 発  

K i O＠ RiDE＠SET   Y 写

真展 

・ 催 充実 

KAiGO＠  iDE   バサダ   

        作     

                  

方法 

      

   福祉局 福祉  事  ージ 

  キ ン ーン 動    

・周知 

     業務内容 周知 ・          整 

広報誌 福祉     ふく    発

  大 ・養成校・ 校等 図書館・ 

   ・ハローワーク等   布  

・読者 声     ン ー  実  

・ 布先 拡充 

SNS 活用 動  成支援  

介護 ワン  ン レ スン 事業所 

  発  動  成 ワン  ン レ

 スン   

・周知 

資格  事 関係図 周知 

資格取得 キ          事

 周知 

 政 関わ    事業 周知 

・周知 法 

 

 ど ・若者  

   

 世   働 

   

     ン   研修 実  ・研修内容 充実 

    福祉区民    催 ・働    工夫 

 TAへ 働き   ・   出   

  等  い 「    家庭教  

資  事業」へ 掲載  

・継続  働    

広報誌 福祉     ふく     

活用 再掲  

 

  

材 

  

  

   ・主婦層・ 

世  

 

介護 関  入  研修 介護職員初

任者研修 

・研修受講者増 

福祉     入 講    ・  

  介護  等    

・  ・      等    充実 

・ 材  活動経費助成 事例  成 

地域     講   参  ・参 者増 

     ン   研修 実  ・     ン    活動   ・拡充 

広報誌 福祉     ふく     

活用 大 ・養成校・ 校等 図書館・

    ・ハローワーク等   布   

・読者 声     ン ー  実  

・ 布先 拡充 

若 層 

 

    福祉区民     事・実 

委員・  ン     働    

・働    工夫 

福祉科      校  校 北区・

町田市   働    

・    福祉区民  発表動 URL

 周知 

・      ど       

若者サ ー ス ー ョン  働  

  

・ 携強化 
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    職員   籍職員   紹     籍職員    ビュ  

   籍職員      公開 

障害者 用 福祉事業所 査 踏ま 取  周知 ・充実 

介護助手・ ンタ

ーン・ 

実習  受入 

福祉事業所 査 踏ま 取   効果

 周知 

・実習指導者 養成 

事業所  携・

統合 

事業所   携 顔 じ  関係構築  ・交流 進む研修 実  

・合同説明 ・    

・デ   同 迎 複  事業所  

事務員  用 

短時 業務 補

助 業務  

福祉事業所 査 踏ま 取  周知 ・充実 

質

 

 

上 

研修 実         研修 実  

研修センター事業案内・研修募集案内・

   情報便  ル ガ   周知 

研修センター内ミー  ング  研修 

振り返り 

研修センター   ・  委員 等  

   

管 者  研修 実  

・研修 系 整  

・研修周知 工夫 

・ ン ー 内容  認   ー バ 

ク 

・受講者 ーズ    充実 

・管 者 研修参  増 

 

 

 

着

支

援 

  業務 充実   カ ンセ ー・介護福祉士・   

険労務士 福祉    悩    

・研修センター   事業 拡充 

・   福祉 材センター・介護労働

  センター 活用 周知 

・研修センター    ンク集 掲示

 重   知    

職 環境改善 介護ロ   ・I Ｔ 有効活用 

 介護負担 減・データ  づ    

 実践  

・   福祉 材センター・介護労働

  センター 活用 周知 

・介護ロ    使用      働

      R 

・事業者 導入支援策 

・ ン ナンス等 ン ングコス  支

援策 

管 者  研修 実  ・職 環境改善   管 者   研

修 労務管 ・ハ ス ン  防止等 

 進 

・受講者 ーズ    充実 

事務 効 化  事録 成 T ams Z  m文字起 

  活用・ 事録ソ   使用  

事務負担 減 

 産性  上 

・補助 等申請書類等 成支援 

 AI     

   職員    職員交流     籍職員 声 

 
査
・
研

究 福祉事業所 査 福祉事業所 査 実  ・ 査結果 有効活用 
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研修                            取    

    事             事      PR 

     ャ   事         職員 よ      事      
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令和 7年度世田谷区介護人材対策推進協議会入 系/在宅系部会・ 体会報告【概要】  
 
1 内容  （● 会長、◎ 研修センター、〇 委員） 
（1） 初任者研修の取り組みについて 
（2） 区内福祉事業所における派遣職員について 
（3） 人材確保の課題について 
（4） カスタマーハラスメントへの対応について 
（5） 動画による魅力発信の取り組みについて 
（6） 「ありがとうメッセージ」の活用について 
（7） ケアマネ研修の課題について 
（8） 世田谷区居宅介護支援事業所等調査報告について 
（9） その他、研修全般について 
 

 (1) 初任者研修の取り みについて 

●：介護職員初任者研修課程の受講助成の利用者がずいぶん減っているという話があったが、減ってい
る要因についてはどのようなことを考えているか？ 

◎：介護職員のヘルパーのなり手が少なくなってきているのではないか。如実に表れている数字と思っ
ている。ヘルパー事業所の閉鎖等、厳しい状況になっているということが反映され、このような数字に
なっている。 

○：私 もは特養を経営しており、無資格で入職する方もたくさんいる。現在、介護福祉士を受験する
のに3年間働けば受験できるが、その前提条件が実務者研修の受講。はじめから実務者を勉強していた
だくことを勧めているので、特養とか、施設系の現場については、初任者よりも実務者にいっているの
ではないか。 

●：初任者研修の位置 けや入門研修の位置 けは、どういう人た に取ってもらいたいのか？ 

◎：実務者研修は長い受講時間なので、ハードル いと考える方にとっては初任者研修を受けて、その
130時間が実務者研修で読みかえをできるところで、分けて受講する形や、活用の仕方になっていると
研修センターでは思っている。裾野を広げたいというようなところもある。 

 

(2) 区内福祉事業 における派遣職員について 

●：派遣職員の活用を事業 調査で初めてされたとのことだが、結果をどのようにみているか？ 

◎：通所系、入所系で定員があり、職員を揃えなければならない事業所、事業は派遣を使ってでも（人
員をそろえる）というのは想定通り。 

●：実際の現場での、いろんなメリットデメリット、気になることがあれば教えて欲しい。 

○：昨年グループホームで約2ヶ月派遣を利用。 うしても職員が足りず、人員基準を割ってはいけな
いということで利用。派遣会社のアプローチがすごく、毎日のように電話がかかってくる。派遣職員を
選ぶのが実は大変。（技術・質の）レベルの差があり、面接の時に果たして こまで（見る事ができる
か）。急いでいるし、来てくれたらありがたいという気持ちもあるので、焦ってしまうと失敗することも
ある。私 もの方は良い方が来た。時間給がとても いので、運営上の経費の圧迫は否めない。介護の
経験のない方でも安易に紹介されることもある。派遣会社も必死なのだろうが、お金を出しているので、
常識・技術がある方に来てもらわないと大変困る。 

●：資格のない方も来るということだが、派遣を依頼する際、条件を出してもダメという事なのか、条
件を出せない状況なのか？ 

○：条件は出す。派遣会社からの勧めもあるが、派遣会社も派遣する職員が のくらいの技術があるか
な 、十分把握していない場合もあり、言われていたことと違うなということもある。 

●：派遣は必要な時に派遣してくれてありがたいけれども、時給も高い。 た、いい時もあるけれども、
望 しくない時もあるということ。派遣のようなピ ポイ ト的な紹介は、ハロ ワ クや福祉人材 
   ではできない、されないということか？ 

○：ハローワークで、短期の求人を出していけないということはない。介護を希望されている求職者は
多くはないので、応募があるかは不明。条件次第。条件が良ければ、場合によっては集まる。期間は 1
ヶ月でもいい。求人の出し方で  できる。 

●：派遣事業者にお金を払うなら、働いてくれる人に時給を高くするなど、ダイレクトに上げた方がモ
チベ ショ もあがると考える。厚労省、ハロ ワ クとか福祉人材    と密に関わって、広報・
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選択肢に入れるのを、ネットを強くするとか。事業 に来た方が良い方だったら、世田谷区内で情報共
有するなどできないか。施設間での人材の情報共有は違法になるのか？ 

○：ご本人の了承を得た上での個人情報の話であれば問題ないのではないか。 

〇：私たちとしては、ハローワークさんから来ていただくのが、一番経費的にも助かるし、ある程度人
材がよくわかっているということで、信頼性が いと話があった。行政に派遣会社・紹介会社の規制を
かけてほしいという意見が出た。 

〇：派遣業と紹介業、それぞれ派遣労働者派遣事業という許可と、職業紹介事業という許可がそれぞれ
許可制で必要な事業となっている。その許可をだし、法律に違反している会社に対して指導をしたりす
るところが東京労働局需給調整事業部。問題があった場合ご  いただける。 

労働者派遣事業と職業紹介事業でそれぞれ事業内容が異なる。紹介してもらった人が急遽来なくなって
しまったが、 うしたらいいかということについては、労働者派遣事業として派遣会社さんから紹介し
てもらった人が例えば途中から来なくなってしまったということであれば、それは派遣元の会社さんの
方に。派遣契約をもとに、人をよこしてくださいっていう話をしていただければ、よろしいと思います。 

職業紹介で会社の方から人を紹介してもらって来てもらいましたっていうことになると、紹介された人
間と雇った側の方とお互い労働契約が成立するので、雇った人が来なくなったということになっても、
紹介会社の方に責任はなくなります。あくまでも紹介会社は紹介しただけになる。ただ紹介手数料を払
う理由はないと思うので、紹介手数料払わなくてもいいと思われる。 

ハローワークで紹介したもの人たちであれば、ある程度そのハローワークの方が仲裁して、ご  乗る
っていうことはできる。 

結果として派遣会社なり紹介会社の方に何か問題があるようであれば、東京労働局需給調整事業部の方
にご相談いただいてもよろしいのかなと思い す。 

〇：周知をしていきたいと思います。これだけ介護の人材不足になっていて、なのにもかかわらず派遣
さんの方や、紹介会社の方に働いてみようかなと思っている人が行っていることがモヤモヤするところ
がある。 

〇：世田谷で働こうの事業も区の事業で無料。一番ポイントなのは会社見学ができるというのがこの事
業のポイントになっている。求職者の人が「 ういう仕事するのか」と現場を見る事もできる。逆に事
業者の方が ういう人が来るのというのを一度確認した上で、 互理解を深めた上で面接の形に持って
いけるので、擦り合わせをした上で、雇用につなげていただける事業がある。活用いただければと思っ
ている。 

 

(3) 人材確 の課題について 

〇：ハローワークとして、介護と看護と 育、建設、警備、運輸と、この六職種がハロ ワ ク内で有
効求人倍率が高い職種で、専門としてその六職種を扱っている。一回会社をやめて、次、 こに就職し
ようかと考えるときに、もともとやっていた仕事を選ぶ人たちが多いが、違う職種に就こうかなとなっ
たとき、そのハードルが い。有効求人倍率を下げるとか、あまり希望されない職種に希望者を う集
めるか。難しいというかできないところ。 

介護はこういう職種なんだよ、こういう仕事なんだよというのを知ってもらうために、毎月のように、
ハロ ワ ク内で ミナ を行い、身近な仕事であると興味を引くように誘導をしている。セミナーは
毎月一回、多い時二回ぐらい開催し、参加人数は50人ぐらい受けている。 

その他の職種を希望してる方達が聞くので、その全員が介護をやりたいですというわけではない。その
中でも介護ってそういう仕事なんだなと、広く周知した上で介護職を希望する方を増やせればと努力し
ている。 

◎：調査を見ると離職率は下がっているが、なかなか採用にたどり着かないという状況と伺っている。
どんな状況か？ 

〇：ハローワーク以外で就職される方が多いのは事実。あとは様々な事業所を見てからという方もいる。
介護の仕事に踏み切るのに悩んでいる方も多くいる。辞めたからすぐ就職する方は多くない。失業給付
を全部もらってから動こうという方も実際には多いので、仕事を探したから直結して就職する方は多く
ない現状。 

〇：毎年産業基礎調査を実施しており、今まさに、区のホームページで公開している。その中でも福祉
の事業者が、一番多く回答をいただいている。 の産業も人手不足の状況になっている。介護業界の中
でも人材の採用が難しいというところ、プラス他の産業もほとん 全てが人手不足なところがある。人
手不足のところ同士で競争が始まっている。経済産業部の方でも今回の調査な も確認する。 
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〇：夏休み小中 福祉体験については、大学生をボランティアにしていただくという内容について、介
護人材のところで、大学生から就職に結びつけられればと思う。 

〇：夏休み福祉体験で、大学生にも広げていくときのためのボランティアというのは、大学生にとって
も就職にプラスになると聞いているので、進路に迷っている人もこういう仕事ならやってみようと思っ
てくれる方が出てくるのではないかと期待する。 

 

(４) カス マ ハラスメ トへの対応について 

●：カスタマーハラスメントの問題があちこちで取り上げられている。 クハラ・パワハラという職員
同士の問題以上に、カス マ ・利用者の方からのハラスメ トが、話題になっている。研修センター
は何か研修をされているのか。現場の方たちにとって、カスハラの問題は現実的に大きな問題なのか。
それほ ではないのか。そのあたりについて教えていただきたい。 

◎：カスタマーハラスメントですが、内情とか実情を知ってうまく適応対応できるようなスキルを身に
つけようといったクレーム対応研修を実施している。東京都の取り組みとしても、カスタマーハラスメ
ント対策強化事業ということで、総合  窓口な 含めて、管理者に向けて  の対応に取り組んでい
る。 

○：施設長会での話では、ハラスメント、カスタマーハラスメントはある。小さいことから弁護士に入
ってもらうという話もあった。カスタマーハラスメントと捉えている事例が過去にいくつかあり、職員
の疲弊がひ かったということで、その職員を守るために うしたらいいかということを事業所で検討
し、解決に向かった。 

今年の 3月末に施設長会の研修として施設長を対象に、弁護士の井口先生のハラスメントに対する講義
を行った。カスタマーハラスメントは今、東京都の方でも条例ができたが、とても身近な問題であり、
今後も対応していく。 

●：施設もそうだが、在宅では非常に密室化されているので、余計その辺りが気になる。在宅の仕事は
大変というイメージが出るのではないかという気もする。そういった状況の予防策や工夫のお話を聞き
たい。 

○：事業所では契約時に う説明しておくか、例えばクレームが 1回 20 分でもあればもう一発アウト
みたいな（ルールを）まず、職員が う思っているかを声に出して、事業所のそれぞれの契約を作ると
いうことを、みんなが参加して、上から言われたからじゃなく、自分たちが うされたら嫌かをまとめ、
契約書に載せるということをやっている。実際にそれで同意書もらい、契約解除した例もある。それく
らいしないと疲弊してからでは遅い。疲弊する前に う対応・対処するかが大切と思う。 

○：最近ケアマネのシャドーワークということがでてきて、カスハラを受けて仕事を辞めてしまう。ケ
アマネやめようと考えている方もいるということで、ケアマネ連絡会と、世田谷区さんのほうでケアマ
ネジャーの業務について理解してもらおうという、パンフレットを作ろうと動いている。 

 

(５) 動画による魅力発信の取り みについて 

〇：区 の方にケアマネジャーの仕事はこうものなのだと理解してもらう。業務を知らないからクレー
ムになってしまうというところがあるので、できる事できない事を理解してもらう。実際に横浜、静岡
ではハンドブックができている。世田谷でもケアマネジャーの業務のあり方を理解してもらおうと思い、
検討しています。動画を作ったら うかという話も出ており、今後業務をきちんと明確にしていきたい
と思っている。 

◎：ケアマネの業務内容の周知ということで PR 動画を作るということを、 川委員と打ち合わせした。
研修を受講した後に、ケアマネとして働くときに一人ケアマネも多い。25% が一人ケアマネというよ
うな状況もあるなかで、実際に世田谷でケアマネとして働こうという時の流れの動画も、ケアマネ連絡
会と一緒に作ろうという話をした。 

外国人職員の方が増えているが、ライフイベント等の絡みで、（仕事が）とても不安定になるところがあ
る。 い方が多いので活動している動画な 作れればと考えていければと思っている。 

●：ケアマネの動画も外国人職員の方の動画も、人材確保の活動経費助成の事例もできれば、効果的、
興味深いものになると思う。ケアマネの動画は連絡会のバックアップをしていただき、その動画を見た
後に一人職場の人がケアマネ連絡会と連絡し合いましょうとなるように、孤立しないような形になると
いいなと思う。 

◎：KAiGOPRiDE アンバサダーについて今回入れている。先ほ センター長から説明したように、
KAiGOPRiDE の方でご協力いただいているので、自由には扱えないところがある。国の補助事業で、介
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護の仕事の魅力発信のためにアンバサダーを全国的に養成した。そのアンバサダーが世田谷区内に3人
いるので、動画を今回作らせてもらい、その動画を  面接会で流そうと準備を進めている。福祉の仕
事を始めたきっかけややりがい、これからの方に伝えたいことというような内容を入れた。研修センタ
ーのホームページな でアップできるか、「ふくしのしごと ふくしごと」広報誌を今年度第 6 号を作
っていくなかで、紙面座 会な にのせていくことを検討している。こういう活用方法がある、よりこ
うすれば福祉の仕事の魅力を発信できるのではないかというような意見いただきたい。 

●：写真展は（内容として良いと思うが）、来てもらう人を待つもの。来てくれればいいが、来なければ
来ない。福祉の仕事はアウトリ チなので、出向いていかないと広がらないと思う。待つものだけでな
く積極的に活用をお願いする方が良い。福祉の仕事に就こうと思った、福祉系の大学とか専門学校、あ
るいは介護・社会福祉士の資格を取ろうと思っている人は、中学時代とか 校時代とか、保育士の場合
は小学校・幼稚園ですが、小さい時に何か経験をして、それが進路選択に大きく影響しているというこ
となので、かっこいいイメージとか、いいなあと思うイメージを、大人になってから感じるよりも、感
受性の い たちに見てもらうとか感じてもらうという機会を教育委員会や こかと、いかに作るかで
はないかと思う。中 年の方はこういうアンバサダーの方たちよりも、仕事のしやすさだとか、自分の
生活とマッチングできるかとか、自分のスキルでできるかとか、具体的な現実的なところが要因になっ
てくるような気がするので、憧れとか魅力という部分で、 い世代に将来の仕事の一つにしてもらいた
いという発想があるのは望ましいような気がする。中 生の職場体験の授業があると聞いているので、
その授業の一環で関わってもらうように、学校と連携をとれると良いと思う。 

●：職場体験に、アンバサダーの活用ができるか うかとか、そういう感じもありますか？ 

◎：30 分ぐらいでまとめている動画になるので、 供には難しいかもしれないが、 校生以上だった
ら、話が分かる。動画を見てもらうとか、こんなことができますよ、こんな風に使えますよというとこ
ろの意見をいただきたい。 

 

(6) 「ありがとうメッ  ジ」の活用について 

○：福祉事業所調査報告で、ありがとうメッセージを回答していただいた。 SNS で、短い間で言葉が
出てくるショート動画のような感じ。こんなにいっぱいありがとうメッセージがあるのに、私たちが読
むだけじゃもったいないので、研修センターさんのホームページに行けば、介護職っていいなあ、やっ
ていて良かったなっていう言葉が5秒ごとにズームアップしてくるっていう（動画をつくる）ようなこ
とをすれば、私たちもこの仕事についてみようかな、なんてことになるんじゃないかと思うので、そう
いう発信する場所を研修センターさんのホームページで作っていただきたいなと思っている。 

◎：検討する。以前、研修センターのご意見箱でありがとうメッセージ寄せてほしいとお願いをしたが
集まらなかった。今回事業所調査で調査をしたらたくさんいただいたので、これを う生かすか考えて
いきたい。 

〇：介護労働安定センターの方で令和８年度の介護労働講習の募集をしている。雇用保険受給者が対象
で実務者研修までの研修が取れる約６ヶ月間の研修。6月からやるにあたって募集している。この説明
会で紹介のあった「ありがとうメッセージ」の動画を利用させていただきたい。対象が介護のことを知
らない方がほとん で、介護の魅力を我々も発信はしているが、「ありがとうメッセージ」が非常に有効
と思う。世田谷区に限っての使用ではないが、可能か。 

◎ ぜひ 活用  だ  ば 思う。 
●： ん ん発信していただけると、それがまた次につながるように思う。 

 

(7) ケアマネ研修の課題について 

〇：ケアマネ連絡会で研修の集客が難しい。北沢地区で研修を実施しようとして募集したが、三人しか
来なく、中止させてもらい、違うところと合体させて同じ内容なので、研修をやらせてもらおうと思っ
ている。研修センターの研修はすごい先生をよく呼ばれているので、いつも楽しみに参加させてもらっ
ている。他のケアマネジャーの方も参加していただけたらすごくいいなと思っている。 

研修する時間がないと意見があり、今度アンケートで ういう回答か来るかわからないが、業務が忙し
く研修 で参加できないというところが多く、日中帯で会社で見られるかどうかというのと、動画だっ
たら見られる環境があるかどうかというところもすごく問題になる。今ケアマネの平均年齢が 55 歳を
超えZoomとか弱い方がいる。実務研修のファシリテーターをやっているが  の方になると、Zoom
は うするかとか、あの共有の方法は うするかっていうところに入っていかなきゃいけないのですご
く大変。Zoomの使用はいいような悪いようなというところもあると思う。 

◎：多忙なので集合研修は難しい。動画でもなかなか機器の操作も難しいというようなところもあるか
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と思う。ケアマネジャーは非常に大切な職務ですので、今回説明にありましたけれ も、ケアマネジャ
ー向けの調査の実施だとか、ケアマネジャーにたくさん増えていただきたいなというところもあり、動
画の作成も取り組んでいくところである。 

〇：夜の研修はなかなか皆さん出にくいというのがあり、若い方は夜はもう参加しないっていうのが、
普通になっている。昼間の研修も、非常勤の方だったら、お給料を出さないと参加せず難しい。仕事が
入っていてなかなか参加できないというのもある。動画研修で自宅でやれるかというと、全職員に配布
しているが、いつもそうはいかない。向学心のある方は、自分が受けたい研修を受けている。そういう
方ばかりではないので、皆さん仕事に追われてなかなか研修受けるのが大変というのがある。ケアマネ
は都の研修、動画研修が量的に増えているので、それを聞くだけでもすごく時間がかかっていて、仕事
中にやっているっていうのが現状で、それが当たり前の時代になってきている。なかなか研修センター
の研修まで手が出ないというのが実情。 

〇：世田谷区は広いので、研修センター一箇所ではなく、地域ごとになっている。世田谷、玉川地域な
 一箇所ずつぐらいに、エリアごとに集合研修があると参加しやすいのかなと思います。 

 

(8) 世田谷区居宅介護 援事業 等調査報告について 

〇：今回、ケアマネ連絡会の研修参加率が低いというところから検討が始まり、研修センターと う違
うのか、何か被ぶっているところがあるのではないかという話し合いの中から、アンケートを取ってみ
ようということになった。通常、居宅支援のケアマネの回答率が低い中多数の回答があり、意見な を
連絡会でも把握することができた。研修に関してや今後のケアマネのあり方についても大変参考になる
アンケートだった。 

◎：自由意見でアンケートに回答してもよくならないという率直な意見もいただいている。引き続き、
協議会、研修センター運営委員会、研修センター検討会な で、検討の資料とさせていただく。 

〇：この調査の前に東京都の  者福祉施設協議会でケアマネに緊急アンケートを取り、回答が300 施
設あり、20代のケアマネがゼロだった。50代が平均で、1年後、10年後にケアマネは うなるのかと
いう話と、10年前と比較しケアマネの合格率が、1/3 になった。  協として、国にケアマネの更新に
ついて、必要なのかということを提言した。 

もう次の更新はしたくないというケアマネが多く、今後主任ケアマネがいなくなるという不安、危機が
ある。このことで国が動き、ケアマネの更新がなくなり、ケアマネを国家資格にするというような動き
もある。このようにケアマネの生の声を世田谷区だけでなく、東京都や国にも訴え、  者の在宅生活
を支えているということを知らしめ、ケアマネの地位向上、報酬を上げていきたいと思う。 

〇：訪問看護は、体感としてケアマネが減ってきていること、時間外労働が減らないということが印象
としてある。若い担い手がいないことも実感している。 

〇：訪問介護では、ケアマネを志望される方は 当に減ってきている。サ ビス提供責任者以上をやっ
た方がお金になると言って、そ らに流れている若い人が多いように思う。大手がそれぐらいの給与を
出すと言って募集掲げたりしている。賃金的な差は拭えないと思う。現場で頑張っているケアマネで 1
人ケアマネがなくならないのは、やはり「必要とされている」と感じているからだと思う。そういう方
たちの支援を うしていくか。アンケートは研修な の参加率が低いということで始められたとのこと
だが、集合型でない研修や、違った形でサポートする方法を作るしか方法がないと考えている。 

介護ネットでは、研修センターが、充実した研修内容をやっているため、独自の研修をする必要がなく
なっている。内容的に他県と比べても充実していると思う。それを ういう風に現場の実感とつげてく
のかが今後の課題と考える。 

〇：グループホームでは、9 月 10 月にいろんなアンケートがたくさん来て、できるところから手をつ
けていく状況が続いている。同じような質問がたくさん来ると分からなくなる。これで本当にいいのか
と思う。居宅介護 援事業 のためにこういったア ケ トは有効だと思う。現場のケアマネの今やっ
ていることや、課題が数字で見えてくる。居宅介護事業所の管理者が主マネでなければダメというとこ
ろで、ハードルが上がり、また更新が非常に厳しいので、主マネを更新しないという方もいたりする。
更新制度が今後変わるのは聞いている。主マネ更新の厳しさがケアマネがいなくなる一つの要因ではな
いかと考える。 

訪問介護事業 のヘルバ さんがいないがためにサ ビスにつなげられなかったというのは、深刻な問
題ではないかと思う。サービス提供先を見つけることに苦労しているということを発信するのは大切な
ことだと思う。 

〇：小規模多機能では、委員が最近ケアマネの更新をしたばかり。更新研修に時間を取られると定期訪
問もあるので業務が回らない。アンケートの結果から年配の方が多いというところを見て、逆にそこを
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活かし、正社員じゃなくて非常勤で週1でもいいので居宅介護支援でも、小規模多機能でも週 1週 2で
も非常勤でケアマネがいると助かる。20代、30代、40 代のケアマネがいるので、そこに力を貸す、経
験を伝えるような制度を作ってもらいたい。育成にもつがると思う。 

〇：都内のケアマネアンケートで回答が 300 件だったのに世田谷で 200 件集まるのは、すごいアンケ
ートだと思う。この数が政策とか政治とかの制度を変える力になると思うので、シンポジウムの中身は
世田谷発信で日本を変えていくような話でもいいと思う。 

〇：制度の方を うしていくか、支援の方を うしていくか、区の方も色々考えている。アンケートを
取っても活かされないというようなお声もいただき、今後まとめていって、ケアマネアンケートもセン
ターの方でまとめていただいて、ケアマネのことは介護保険課と共有しながら、制度のことは国とか都
の方に声を出していき、より良い状況に持っていければと考えている。 

●：世田谷区やそれ以外の審議会で、ケアマネのシャド ワ クが課題として出ている。対応としては
なかなか難しいことなのか。そのあたりの状況を教えていただきたい。ケアマネしかできない仕事がシ
ャドーワークになってしまっているのか、ケアマネジャーでなくてもできることだが、他に人がいない
ので、ケアマネが背負ってしまっているのか。その背景について教えていただきたい。 

◎：シャド ワ クについてよく言われているのは、金銭管理や緊急時の救急車対応となっている。緊
急時なので救急車に乗らなければいけない、他にすぐ動いてくださる方いらっしゃらないということが
あると思う。金銭管理については、あんしん事業という社会福祉協議会で行っている事業があるが、世
田谷区では今年度からプレあんしん事業を始めている。あんしん事業の契約できるのは三ヶ月くらいか
かるが、その間誰がやるかというと、ケアマネ等がやらざるを得ない。 

〇：シャドーワークについて、プレ後見、プレあんしん事業はまだ普及できていない。今すぐできない
ので、もっと準備をしていかなければならないが、業務に追われてそこまでできない。代替えを こで
するかというところを見つけるのに、非常に時間がかかる。社会福祉協議会に頼んでもすぐ動けるわけ
ではない。私達ケアマネは命を預かっているようなものなので、すぐ動かなければ誰がやるのかとなる
と、ケアマネが行う事になり、シャドーワークという言葉になっている。 

行政の方も、理解されてないところもあるので、私たちとしては、そこをもう少し理解していただきた
いなと感じる。ケアマネはそこで自分を犠牲にしてしまって、仕事を辞めてしまう方もいる。家族から
もケアマネなら当たり前だろうと言われてしまい、やらざるを得ないというところもある。今抱えてい
る課題だと思っている。 

〇：研修センターの居宅介護支援事業所等調査について、ケアマネジャーは、これまで人材不足がかな
り深刻だという状況は聞いていたが、レベル感がつかみにくい状況だった。今回の調査においてわかっ
たことは何点かあり、年代がやはり 50 代 60 代に偏っていて若手のケアマネがいないというところ。
人材不足が原因で依頼を断っているケ スがあるというところ。かなり深刻な状況だということがはっ
きりわかった。ケアマネが望んでいることとして、区の緊急時の窓口対応。こういった形で区に支援を
望む視点というところも今回明らかになった。介護保険の所管とともに支援体制を う充実していくか
検討していきたい。 

〇：昨年、シャドーワークについて世田谷区と連携しケアマネの業務についての A3 用紙二つ折りの文
書を発行できた。それをぜひ活用していけたらなと思っている。 

 

(9) その他、研修 般について 

◎：利用者さんには理解度・気づき、事業の中で活用ができますかという項目を聞くことにしている。 

また、研修ごとに聞きたいものがあれば聞くという形で、申し込み状況とともに月一回のミーティング
で前月実施した研修内容について見直しを図っている。 

参加の少ない研修を うしていくかというのは、私 もも頭を痛めてるところである。参加の少ない研
修だから無くしていいというわけでなく、必要な研修なんだけれ も、忙しくて参加できない状況もあ
るとかそういったものも加味して、全てやめていくっていう形にはならないというふうに思っている。
必要なものはニーズに合った研修なのかをしっかり把握し、開催方法が うなのかというものも含めて
検討していきたい。 

◎：大手の事業所さんもあって、大手は自ら研修を職員向けにやっている。研修    は、自らなか
なか実施できない大手以外の事業 に向けて研修を整えていくというのも、一つの役割と思っている。 

目的として質をアップさせることで、福祉の仕事の社会的地位向上に繋いでいきたい。受講していただ
けるよう努めていく。 

◎：一覧表にあるように130ほ 研修をやっているが、できるだけ研修の内容を年度末には、研修がい
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つ頃あるかをお示しできるよう、事業者の皆様ができるだけ参加しやすいようにしていきたいと考えて
いる。事業案内を年度末に送らせていただくとともに、研修センターホームページでもアップしている。 

参加者の少ない研修を今後 うしていくかという部分で、毎月これらの実績を研修センターのミーティ
ングで評価し、見直しにつなげている。 

多くの方が参加できるよう内容の充実をはかり、2か月から1か月半ぐらい前に、研修の情報周知をフ
ァックス等で行っている。できるだけ多くの方に参加いただけるよう、今後も取り組んでいく。 

〇：梅ヶ丘の研修センターは、烏山地域や玉川地域から行きにくい。連絡会主催で研修センターを会場
に研修をやっても世田谷やかろうじて砧地域の方が出られる等、出席が偏る。研修に来てもらうのでは
なく、研修が行くという状況の方がいい。連絡会でも話が出ているので、会場のことを考えていただけ
ればと思う。 

〇：動画の研修は申し込んで視聴させてもらっている。法定研修だと、先ほ の報告のように集まると
思うので、引き続き研修実施をし、受講させてもらいたい。 

◎：人材確  ミナ （業務に直結ではないような研修）や、福祉のキャリアアップ講座（  包括ケ
アシステム、チ ムアプロ チなど）などの業務に直結しない、ハウツ 知識ではない研修で参加者が
少ない。参加者が少ない原因について、事業者の立場から「出ている暇がない」という感じなのか、 
ういう工夫があれば参加者が増えるのかな 、アドバイスが欲しい。（タイトルの工夫のご意見もある） 

〇： れくらいキャリアップしたいと希望する人のN数は出ているのか。 

◎：区内の  福祉事業所は 1,000 ぐらいあり、  事業所も 400 ほ あり 当な数になる。その中
で定員 50名の研修で定員に満たない状況がある。 

〇：時間がない、人手不足の中で人を出すのが物理的に無理なのかなと思う。 

◎：人事管理セミナーも講師と検討し、第 2回目では、働く人の環境を整えるウェルビーイングといっ
たところ、職場デザインで小さなチームから始める職場ブランディングといった形でやってみようと募
集をしている。動画研修だが申込が増えていかない。管理者やリーダー層が受講するのは難しいか。 

一方、クレーム対応研修は動画・集合を合わせ 500 人ぐらい受講された。クレーム裏に何があってクレ
ームになっているのかという、受講者が本当に困っていることが学べるということで多くの参加をいた
だいたのではないか。キャリアアップ・キャリアデザインな は「今すぐでなくても良い」と捉えられ
るところもあると考える。内容的に面白いと言っていただいたが、 うやったら受講者が増えるかご意
見いただきたい。 

●：社会 障制度審議会の 12 月の報告書では、人材確 対策としての  のプラットフォ ムを作り
 しょうということが言われるようになってきている。 

報告書では、都道府県単位で福祉人材センターが担うよう書かれているが、人材センターに全部背負っ
てもらうのは大変なので、やはり市町村単位でもそういったプラットフォームづくりというのがとても
大切で、地域で溝（すき間）になっている部分を うカバーしていくのかという体制づくりがとても大
切。それが人材確保にもつながっていくことだと思っている。 

一つの提案ではあるが、世田谷区介護人材対策推進協議会という取り組みは、地域のプラットフォーム
という先進事例になるのではないか。社会保 制度審議会では世田谷区のこの取り組みは紹介されてい
ないが、ある意味でモデルになるような部分があると思っている。 

大きな課題がありすぎて、全部取り上げきれないが、現場で特に気になったところ。例えば、就業者の
年 が くなっている。これは こもそうなってきているが、 い人が就職できなくて来ていないのか、
あるいは採用側が い人は来ないと諦めて PRをしない、募集しないということがあるのか。 

当大学だけの状況で言い切れないが、実際に福祉に就職している学生はいる。政府もいろいろな情報を
流していて学生の耳に入っている。社会のいろいろな不安定要素を見ると、社会福祉法人の連携制度だ
とか、ネットワ クを持っているところとか、大きい法人の中で多事業を行っているところを学生は結
構選んでいて、小規模で単体・単一の高齢だけ、障害だけ、児童だけというよりも、いろんな分野をや
っているところの方が選ばれている感じがする。 

連携しているというのが一つの PRになっているので、（単体ではあるけれ も）他の法人と連携してい
る場合にはその事実を PRする必要がある。（青森県だと人材の共有をやっている） 

「多くの分野を経験できるか うか」というのが一つのキーワードになっている。自分が成長したい、
汎用力をつけたい。そういった気持ちがあって、選んでいる部分もある。 

横のネットワークづくり、一つの縦割りを超えたネットワーク作りが、とても大切になっている。 
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Ⅳ 事業 の好事例 
 

１ 令和3年度 先駆的取 みシ ポジウムより 
（１）「デジタル機器の活用と業務改善へ向けた取組み」 

市橋 奈緒美氏（特別養護老人ホーム 久我山園施設長） 

 

＜睡眠センサーの導入＞            ＜パソコン・iPhone で情報共有＞ 
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＜シルエットセンサーで行動把握＞       ＜シルエットセンサーの情報表示＞ 

 

 

 

 

              

 

                

 

 

 

 

＜デジタル機器の有効活用に向けて＞      ＜介護記録ソフトの見直し＞ 
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（２）「持ち上げない介護の取組み」 
  佐賀 勝之氏（特別養護老人ホーム 上北沢ホームサービス係長） 

 

＜持ち上げない介護の導入時＞         ＜持ち上げない介護の始動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜持ち上げない介護の利用者のメリット＞   ＜持ち上げない介護の介護者のメリット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜持ち上げない介護の活用機器＞       ＜認知症ケアの取組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

               

                       
                       
                    

 
                   
       
       
                 
               
            
                

 

                  

                         

                            

                   

       

                               

               

                             

                             

                     

 

            

        

      

      

       

   

 

                          

  

        

                    

      

 

                  

  

           
               
                 
          
        

 

        

        

      

     

       

   



 

35 

 

（３）「外国人人材、認知症緩和ケア日本版BPSDケアプログラムの活用」 

石井 りな氏（特別養護老人ホーム 等々力の家施設長） 

 

 ＜外国人職員の受入れ＞             ＜外国人職員のサポート体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外国人職員の育成＞             ＜外国人職員と認知症ケア＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜認知症ケアの事例＞            ＜認知症ケア 背景要因をさぐる＞ 
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(４）「職員の離職防止の取組み」 

 川 しのぶ氏（株式会社やさしい手世田谷支社副支社長） 
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令和4年度 先駆的取 みシ ポジウムより 
（１）「皮膚トラブル管理への写真の活用の開始とその副次効果」 

特別養護老人ホーム 芦花ホーム：川手 彩未氏・岡崎 一也氏   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

           

       

 

     
             
             

            
                

      

     

      

        

    

 

              
          

                 

        

        

             

 

         

        
                

             

          
           

 

 

                    
             

        

              

                

                  

 

  

                    

                    

          

  

 

    

         

                        

          

       

            
  

 

         

                

             

                     

                         

                    

  

 

     

         
        

               

                 

         

                          

          

               

異常所見例
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（２）「ICT導入による業務改善に向けた取り組み 

～導入後に変わったこと・わかったこと～」 
特別養護老人ホーム 博水の郷：岩永 真祐氏・佐藤 大介氏・岡野谷 智 氏  
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（３）「通所リハの介護機器・ICT・生産性向上のこれまでと今後」 

成城リハケア病院：岩熊 晋平氏     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフト

事業開設時～
 室

 井 行リフト

2019年～
ベッドサイド用

リフト
 

スマ ト  2020年度～

 o    eが映るT を活用

   気づくり
 メリハリがある活動
 レク準備時間の短 
 記録時間の 出

 

スマ ト  活用事例

BG  メロ

 行  トレ

 し

パーキンソ
ン体操

ラジオ体操

他に
  気
 時事ネタ
な 、アイデア
次第 

 

チ ア  サ 2021年度～

立つと が る
上にクッションを置いて使用
先回りケアが難しい方に

 

ドアベル（アナロ ）2021年度～

 けると しい が る
（ をかけない開かれた 間）

 

           

   

   

   

                        

    

      
       

    

    

     

     

    

      

       
      

           

 

             

   

   

   

 

介護 フト（ワイ マ 社 ） 2023年～

オンラインで記録
複数 末から同時 覧・ 集可能

 転記が不要

パソコン

iPhone
iP  
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（４）「訪問介護のノーリフト研修と実践  

～腰痛予防・お客様と介護者の自立支援・負担軽減～」 
みずたま介護ステーション明大前、三軒茶屋：山田 明美氏・柿本 輝美枝氏・ 

羽柴  菜氏 
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令和５年度 先駆的取 みシ ポジウムより 

（１）「特養から地域へ元気を発信 ～地域の方も職員も元気に 」 
    山口 晃弘氏 特別養護老人ホーム 千歳敬心苑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（２）「外国人籍職員の育成と働きやすい職場環境づくり」 

    丸山 義晴氏 特別養護老人ホーム 世田谷希望丘ホーム  

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）「 こでも保 室 ～地域の方の 康と暮らしを支える」 
      片岸 美佳氏  訪問看護ステーション三軒茶屋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

 

（４）「24時間の在宅ケア ～ICT の活用」 

     浜田 直幸氏  SO POケア成城  
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令和６年度 先駆的取 みシ ポジウムより 
 

（１）「介護現場における IⅭT・IOT 活用による生産性向上の取り組み」 
    藤巻 佳祐氏 特別養護老人ホーム 弦巻の家 
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（2）「一人ひとりの思いを尊重し、自立支援介護に取り組む」 
    守屋 徹氏 地域密着型 特別養護老人ホーム ハートハウス成城 
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（3）「小規模多機能居宅介護でのお看取り」 
    長谷川 裕和氏 小規模多機能ホーム三宿 
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（4）「最期まで口から食べるために『もぐもぐチーム』の取り組み」 

    竹内 洋 氏 世田谷区社会福祉事業団 訪問看護課 
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Ⅴ 令和７年度「これからの世田谷の福祉を考える」シ ポジウム 

第２部 実践報告 資料（抜粋） 
 
（１）「地域共生社会と新しい認知症観」 
     山口  潔 氏 ふくろう リニ      
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（２）「施設長  取 組み   から 特  役割」 

田中 美佐 氏 特別 護老人ホーム 博水 郷  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

世田谷区民         地域 支 合  

    く       続    地域   実 

 目  

・            課          交    

課 解         

・ り    サービス 実     情報交  研修  う
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世田谷区 政策  策 対    活動  う

              
                               

                                              
                 

                
            
                   

        
               
                 
                    
                  

                             

                            

      

      

                     
       

              

                                        

                  

                  

       
    
      区内     集まり            。
・    情報  有              合 解   ン      。
・区  策            ま   
 研修 
・           り   解  支援・知   上        研修  う。
  だ   実務    。
   ま  研修 ハ ス ン 研修  情  ジ ン 研修 介護報 改 対 研修等

         
・ ン ー   り 区内       データ   明             活動  う
  ン ー 例   費 前 度    材料費       委 料  化

 材 充 度 採用活動  法 特養 働       ど
  職    
・    主催  職      ５  催。
・     世田谷区介護 材育成研修センター 主催  職           参 
・         地区     特養          介 採用活動        。

           
           
    度 改 。
    度   改  実     まだまだ       費         

      
         材費   委 費 介護材料費 負担増。

   費   
   格上     政  補助     り   費 上      負担増
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・ 業     格 。福祉・介護職  事      う先入         
・    度 ン ー      区内 職員                   
・      大手 職サ   登録           
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・特養  者         程度。
・         入所      う 用者 減 
・      有料老 ホーム 入所    者   
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（３）「ケアマネジャーから見える世田谷の福祉の未来」 

     佐藤 庸平 氏 世田谷ケアマ ジャー 絡  
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（４）「 域 繋がる介護サービス    ー 」 

徳永 宣行 氏 世田谷区介護サービス    ー   
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Ⅵ 資料 

１ 世田谷区介護人材対策推進協議会検討経過 

  

項  目 日  程 主な内容 

第 1回全体会 令和 7年 6月 10 日 委員紹介・会長選出  

世田谷区介護人材対策推進協議会の進め方 

（検討）介護人材に関する課題と取組み 

第 1回部会 在宅系：8月 22 日 

入所系：8月 22 日 

第 1回全体会振返り 

介護人材に関する新たな取り組みの検討 

第 2回部会 合同開催 

12 月 18 日 

居宅介護支援事業所調査に係る課題と検討 

介護人材に関する取組みの検討 

第 2回全体会 令和 8年 3月 13 日 世田谷福祉人材育成・研修センターの取組み 

居宅介護支援事業所調査、福祉事業所調査報告(案) 

これからの世田谷の福祉を考えるシンポジウムの開催 

報告書 令和 8年 3月 令和 7年度の取組み報告 

関連事業   

項  目 日  程 主な内容 

事例収集 令和 7年 10 月 

～令和 7年 12 月 

福祉事業所調査の実施 

外国人職員 

交流会 

令和 8年 3月 6日 世田谷区内の福祉事業所で働く外国人職員交流会 

世田谷区福祉

人材育成・研

修センター 

シンポジウム 

令和 8年３月 23 日   

公開講座 

録画配信： 

令和 8年４月～ 

「これからの世田谷の福祉を考える」シンポジウム 

～「誰一人取り残さない」地域共生社会の実現～ 
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２ 世田谷区介護人材対策推進協議会委員名簿          

事務局：世田谷区福祉人材育成・研修センター 

区 分 所  属 氏  名 （敬称略） 

事業者団体／ 

職能団体 

 

 

 
 

 

入 

所 

系 
 

世田谷区特別養護老人ホーム 

施設長会 

博水の郷 

施設長       田中 美佐 

世田谷区内介護老人保 施設 

 

うなね杏霞苑 

事務長       武藤 勝臣 

一般社団法人全国介護付き 

ホーム協会 

そんぽの家砧南 

ホーム長      三浦 陸 

世田谷グループホーム連絡会 
グループホームノテ深沢 

管理者       永井 悦  

 
 

 
 

在 

宅 

系 

世田谷区介護サービス 

ネットワーク  （訪問介護） 

ほほえみの木々 

          磯﨑 寿之 

世田谷区介護サービス 

ネットワーク （通所介護） 

大三島育徳会 タガヤセ大蔵デイ 

菊本 浩三 

世田谷ケアマネジャー連絡会 

 

やさしい手看多機かえりえ用賀 

 川 しのぶ 

世田谷区定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者 

連絡会 

やさしい手千歳烏山 定期巡回・ 

随時対応型訪問介護看護事業所 

責任者       小林 隆憲 

世田谷区小規模多機能・ 

看護小規模多機能連絡会 

 っくり村池尻 

エリアマネジャー  渡部 真純 

訪問看護ステーション 

管理者会 

桜新町アーバンクリニック/桜新町 

ナースケア・ステーション 

管理者       國居 早苗 

職業紹介機関／

支援機関 

渋谷公共職業安定所  

職業  第二部門 

統括職業指導官   豊田 真一 

東京都福祉人材センター  

人材情報室 

室長         村 卓朗 

公益財団法人介護労働安定 

センター 東京支部 

支部長       我妻 明 

公益財団法人世田谷区産業振興公社 事務局長      阿部 辰男 

行政等 世田谷区 経済産業部長    五十嵐 哲男 

 

  福祉部長    山戸 茂  

 

世田谷区福祉人材育成・ 

研修センター 

センター長     木本 義彦 

参与        瓜生 律  

学識経験者  人間社会学部福祉社会学科 

教授        北本 佳  
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３ 世田谷区介護人材対策推進協議会会則 

（目的） 

第１条 世田谷区における介護人材の確保及び育成・定着支援について、中長期的な視点も含めた対策

を検討し推進するため、区内介護サービス施設・事業者と行政が一体となった「世田谷区介護人材対

策推進協議会（以下「協議会」という。」を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について所掌する。 

（１）介護現場の革新・生産性の向上に関すること。 

（２）多様な人材の参入・活躍の促進に関すること。 

（３）介護の仕事の魅力発信・職業イメージの改善に関すること。 

（４）その他介護人材の確保・育成・定着支援に関すること。 

（構成団体） 

第３条 協議会は、別表に掲げるもので構成する。 

（全体会議） 

第４条 協議会の構成団体等が推薦する委員をもって構成し、第２条に定める事項について検討を行う。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選による。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

（招集等） 

第６条 全体会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、全体会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

（部会） 

第７条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、協議会の構成団体等が推薦する部会員をもって構成する。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、世田谷区福祉人材育成・研修センターにおいて処理する。 

（委任） 

第９条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この会則は、令和３年６月１日から施行する。 
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